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　食べ物がおいしく感じる秋ですが、カロリー（ｃａｌ）が気になる季節
でもありますよね。
最近ではメニュー表にカロリーを記載している飲食店も多いですが、どの
ようにして測っているのでしょうか？
まず定義ですが、カロリーとは熱量の単位で、１ｇの水を１℃上げる熱を
出すのが１キロカロリーです。日本において食品のカロリーの標準値を決
めているのは、文部科学省です。各所で使われているカロリー表示は、五訂増補日本食品標準成
分表という資料を元に計算されています。
カロリー表示は、炭水化物、たんぱく質、脂質、アルコールの含有量から決まります。これらの
成分のカロリーは燃焼実験などにより立証されており、１ｇあたり炭水化物・たんぱく質は約４
ｋｃａｌ、脂質は約９ｋｃａｌ、アルコール類は約７ｋｃａｌで計算します。食品個々の炭水化物、
たんぱく質、脂質、アルコール含有量も実験によって求められており、この成分比に応じてカロリー
を計算します。なお炭水化物の中でも、人体が消化できない食物繊維や、カロリーがない水分、
ミネラルなどはカロリーの計算外です。
ちなみにカロリーには、キロカロリー（ｋｃａｌ）、メガカロリー（Mｃａｌ）、ギガカロリー（G
ｃａｌ）の単位があり、ゼロカロリーは１００ｍｌあたり５ｋｃａｌ未満であれば０ｋｃａｌと
表示されます。
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フェイスブックもやってます！
「サンセイランディック底地くん」
　　　　　　　　　　　で検索！

底地 .comでも
底地借地情報発信中！
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カロリーってどうやって決めるの？

１０
【問題】無断で行うと、借地権の対抗力を失ったり、借地権

が解除される可能性が高いのはどれ？

①相続対策で借地権を未成年の息子の名義に

②借地権を所有する法人で代表者変更

③離婚に伴う財産分与で借地権を元妻に譲渡

④共同相続人の一人が他の共同相続人に持分を譲渡

　今回のテーマは権利変動です。借地権は原則的に地主の許
可がなければ借地権やその借地権上建物の名義を変更（譲渡）
することはできません。今回は借地権が無断で譲渡された場
合の取り扱いについて過去の判例を参考に見ていきたいと思
います。
　ずばり正解は①です。相続発生時には相続人の名義に変更
することは承諾を必要としません。また、相続登記を怠って
いたとしてもその対抗力が失われないというのは通例です。
しかし、相続を控えているからといって、建物名義を近親者
含む他人名義にした場合にはその賃借権対抗力は第三者に対
して認めないというのが最高裁で支持されている見解です。
これに否定的な学説意見も多く、かつ実際によく見かけるこ
とではありますが、むやみに建物を親族名義に変更すること
は大きな危険をはらんでいると言えるでしょう。（参考判例：
最大判昭 41 年 4月 27 日）
　②は直接登記名義人が変わったわけではありませんが、実
体の支配者が変わったという事例です。2，3 人でやってい
るような小さな会社であれば、代表が変われば借地権者の性
格も大きく変わってしまいます。これは実質的に借地権の譲
渡にあたるとして、地主の許可が必要では？と考えることも
可能です。しかし、これでは法人格を否定してしまうことに
なってしまいます。いかにその企業が小規模であってもその
代表が変更されることに地主の許可まで必要としないので
す。しかしながら、「活動の実体がなく、その法人格が全く
形骸化しているような状態」においての代表者変更は、脱法
的無断借地権譲渡と判断される可能性が高まるでしょう。（参
考判例：最判平 8年 10 月 14 日）
　③離婚時の財産分与に基づく名義変更はどうでしょうか。
夫婦間の財産は基本的に名義がどうなっていようと共有と解
されるべきという認識のもと、もともと夫婦各々で持分的権
利を有していると判断されます。よって、離婚時の清算的性
質に基づく財産分与において、その持分に権利変動があって
も、民法 612 条の借地権の無断譲渡にはあたらないとされま
した。（参考判例：福岡地小倉支判昭 36 年 7月 13 日）
　④先程の③とも似通いますが、借地権が準共有状態になっ
ている場合、その準共有者間での持分の譲渡は民法 612 条に
いう賃借権譲渡には該当しないと解されるのです。他の共同
相続人にその持分を移転し、その登記をしたとしても、地主
との信頼関係は破壊されることもなく、また対抗力を失うこ
ともありません。（参考判例：最判昭 29 年 10 月 7日）


